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       の口座振替について 

年金天引きの対象となっている方又は納付書で納めている方は、申請により納税方法を
口座振替に変更することができます。 
 保険料を納めに出向く手間がなくなり、納め忘れもなく安心です。保険料のお支払方法
が変わっても、保険料の年額は変わりません。この機会にぜひご利用ください。 

○振替できる口座 

常陽銀行（本店、各支店）、ゆうちょ銀行（郵便局） 
筑波銀行、水戸信用金庫、茨城県信用組合、中央労
働金庫、茨城ひたち農業協同組合 

高萩市、日立市、北茨城市にある
本店、各支店 

○申請について 
【国民健康保険税】 

対 象 者 
平成２５年１０月から特別徴収（年金天引き）予定となっている方 

※７月１６日（火）郵送予定の納税通知書が第１期（７月）から第３期（９

月）までのものが届いた方 

申 請 期 限 

◆７月２４日（水）までに申請した方 
  ⇒１０月から年金天引きが中止され、第４期（１０月末納期限）

から口座振替による納税となります。 

◆上記期限を過ぎてから申請した方 
  ⇒１２月以降の年金天引きから中止になります。 

申 請 場 所 高萩市役所 保険医療課 （仮設庁舎Ａ棟２階） 

持参するもの 世帯主様名義の振替口座の通帳、通帳届出印 

【後期高齢者医療保険料】※すでに申請がお済みの方は届出の必要はありません。 

対 象 者 年金天引きの対象となっている方 納付書で納めている方 

申 請 期 限 

７月２４日（水）まで 

※期限を過ぎた場合は、年金天引きの中

止まで約３か月かかるため、１２月以

降に中止になります。 

原則、申請日の翌月２５日から口
座引落しが始まります。 

※申請月以前に納めていただく分につ

いては、口座振替はできません。 

申 請 場 所 
高萩市役所 保険医療課 
（仮設庁舎Ａ棟２階） 

市役所保険医療課又は市内の金
融機関 
※ただし、ゆうちょ銀行（郵便局）は

保険医療課で申請してください。 
持参するもの 通帳及び通帳届出印 通帳、通帳届出印、納付書 
振替可能口座 被保険者本人又はご家族の方 被保険者本人のみ 

○所得税及び個人住民税の社会保険料控除について 

 ・年金天引きの場合は、被保険者本人に適用されます。 
・年金天引きを中止し口座振替にした場合は、口座振替により支払った方に適用されます。 

○問合せ先 
【国民健康保険税関係】   高萩市役所 保険医療課 徴税グループ 
【後期高齢者医療保険料関係】  〃     〃   国保・医療福祉グループ 
                  ＴＥＬ（両グループ共通） ２３－２１１７ 
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表 国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料 



木造住宅耐震化促進補助事業 

～木造住宅の耐震改修を支援します～ 

 市では、過去に耐震診断を実施した住宅を対象に「精密診断法による耐震改修設計及び
耐震補強のための耐震改修工事」の費用の一部を補助します。 

受 付 期 間 
平成２５年７月５日（金）から１２月２７日（金）まで 
（土、日、祝日を除く。） 

募 集 戸 数 各３戸（先着順で定数となり次第締切りです。） 

補助金の額 

耐震改修設計・工事に要する額の１／３以内の額（千円未満切捨て） 

◆耐震改修設計に要する費用：１００，０００円（補助限度額） 
◆耐震改修工事に要する費用：３００，０００円（補助限度額） 

申 込 資 格 

下記の要件全てに該当する住宅の所有者で、自己の居住のために耐震
改修設計又は工事（市内の事業者）を行い、かつ市税の滞納のない方 

① １戸建て木造専用住宅又は店舗等併用住宅 
（床面積の１／２以上が住宅であるものに限る） 

② 建築確認が昭和５６年５月３１日以前（旧耐震基準） 

③ 階数が２階以下で、延床面積３０㎡以上 

④ 耐震改修設計は、耐震診断（一般診断法）による上部構造評点が 
１．０未満 

⑤ 耐震改修工事は、耐震改修設計による上部構造評点が１．０以上 
（０．３以上増加） 

⑥ 耐震改修設計、耐震改修工事いずれの場合でも平成２６年３月末ま
でに完了するもの 

⑦ 在来軸組構法又は枠組壁工法（ツーバイフォー工法） 

申 込 方 法 

申請書を高萩市役所建築指導検査室（仮設庁舎Ｄ棟２階）へ持参して
ください。 
申請書は建築指導検査室窓口でお受取りになるか、高萩市ホームペー
ジからダウンロードで入手できます。 

※悪質な業者による勧誘にご注意ください。市職員が訪問又は電話で耐震改修を勧めることはありません。 

○問合せ先   高萩市役所 建築指導検査室  ＴＥＬ ２３－７０３４ 
 

道路管理者からのお願い 

県や市が管理している道路において、次のような問題が多く確認され、窓口に苦情が寄
せられております。 

    ◆ 私有地内に生育している樹木の枝葉が、道路上に伸び出している。 

    ◆ 商品・植木鉢等を道路上に陳列している。 

 これらの問題は、歩行者や自動車の通行に多大な迷惑を掛けるばかりでなく、交通事故
の原因にもなりますので、適切に管理されますようお願いします。 

○問合せ先 
 茨城県高萩工事事務所 道路管理課    ＴＥＬ ２２－２２５５ 

  高萩市役所 建設課 施設管理グループ  ＴＥＬ ２３－７０３３ 
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